
第25回定時株主総会
その他の電子提供措置事項
（交付書面省略事項）

【事 業 報 告】
主 要 な 営 業 所 及 び 工 場
新 株 予 約 権 等 の 状 況
会 計 監 査 人 の 状 況
業務の適正を確保するための体制
及 び 当 該 体 制 の 運 用 状 況

【連 結 計 算 書 類】
連結株主資本等変動計算書
連 結 注 記 表

【計 算 書 類】
株 主 資 本 等 変 動 計 算 書
個 別 注 記 表

（2025年４月１日から2026年３月31日まで）

ブロードマインド株式会社
上記事項につきましては、法令及び当社定款第14条の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対し
て交付する書面には記載しておりません。なお、本株主総会におきましては、書面交付請求の有無にかかわら
ず、株主の皆様に電子提供措置事項から上記事項を除いたものを記載した書面を一律でお送りいたします。
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１．企業集団の現況
主要な営業所及び工場（2026年３月31日現在）
① 当社

本 社 東京都渋谷区

大 阪 支 社 大阪府大阪市中央区

名 古 屋 支 社 愛知県名古屋市中区

福 岡 支 社 福岡県福岡市中央区

金 沢 支 社 石川県金沢市

② 子会社
Ｍ Ｉ Ｒ Ａ Ｉ 株 式 会 社 東京都渋谷区

株 式 会 社 イ ノ セ ン ト 大阪府大阪市淀川区

Money With 株 式 会 社 東京都新宿区
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２．会社の現況
（１）新株予約権等の状況
① 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新
株予約権の状況
該当事項はありません。

② 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
該当事項はありません。
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（２）会計監査人の状況
① 名称 RSM清和監査法人
（注）当社の会計監査人であった太陽有限責任監査法人は、2025年６月27日開催の第24回
定時株主総会終結の時をもって退任いたしました。

② 報酬等の額 （単位：千円）
報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 22,699

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 22,699
（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の

監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監
査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠など
が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の
判断をいたしました。

③ 非監査業務の内容
該当事項はありません。

④ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した

場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いた
します。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると

認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、
監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査
人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

⑤ 責任限定契約の内容の概要
該当事項はありません。
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３．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
（1）業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当社及び
当社子会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりで
あります。
① 取締役及び従業員の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
１．「コンプライアンス基本方針」、「コンプライアンス規程」及び「コンプライアンス委

員会規程」等のコンプライアンス体制に係る諸規定を遵守した職務執行を行う。
２．コンプライアンス室が業法を中心とした法令遵守徹底に向けた取組を統括し、コンプ

ライアンス委員会（取締役を委員長とし、各営業部門部門長、コンプライアンス担当
責任者、コンプライアンス室長、内部監査室長及び常勤監査役にて構成されており、
原則として毎月１回開催するほか、必要に応じて随時開催）との連携を図りながらコ
ンプライアンスの状況の把握・分析及び執行責任者会議への報告を行う。

３．コンプライアンスに関する教育・研修を適宜実施し、コンプライアンス意識の維持・
向上を図る。

４．代表取締役社長直轄の内部監査室が、監査役会及び会計監査人との連携・協力のもと
内部監査を実施し、職務の適法かつ適切な運営と内部管理の徹底を図る。

５．当社及び当社子会社の取締役の職務執行が、法令・定款・規程に違反することなく適
正に行われていることを確認するため、監査役による監査を行う。

６．事故や不祥事等のコンプライアンス違反を未然に防止することを目的とし、法令上及
び社会通念上疑義のある行為に対して従業員が情報提供を行えるよう内部通報制度を
設置・運営する。

② 取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
１．取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び「文書管理規程」等に基づき、

適切に保存及び管理を行う。
２．取締役及び監査役は、これらの文書等を、常時閲覧できるものとする。
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③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
１．「リスク管理規程」に基づき、取締役及び従業員は不測の事態も含めた事業運営に係

る様々なリスクを積極的に予見し、諸リスクの把握、評価に努める。
２．リスクの種類に応じたリスク責任部門を定め、各業務の深い知見に根差したリスク管

理体制を構築する。
３．リスクが発見された際には、ビジネスストラテジー本部長に速やかに報告するものと

し、ビジネスストラテジー本部長は当該リスクが経営に重大な影響を及ぼすと判断し
た場合は、取締役会に報告し、その内容に応じて顧問弁護士、公認会計士等と協議し
たうえで適切な対応を行う。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
１．取締役会の意思決定機能及び業務監督機能と業務執行機能を分離し、各管掌部門にお

ける業務執行については「職務分掌規程」及び「職務権限規程」に沿って各執行責任
者が担うこととし、月次で開催される取締役会において業務執行の監督と業務執行に
係る重要な意思決定を行う。なお、必要に応じて臨時取締役会を開催する。

２．業務執行を円滑に行うために執行責任者会議を月に１回行い、取締役会の審議事項の
予備的な審議を行うことで、経営意思の決定や業務執行の迅速化・効率化を図る。な
お、必要に応じて臨時執行責任者会議を開催する。

⑤ 当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ．子会社の取締役、従業員の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

子会社へ派遣した非常勤役員を通じ、子会社の取締役の職務執行状況について報告を
受ける。

ロ．子会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制
上記③の損失の危機に関する事項については、当社企業集団の各社に適用されるもの
とし、当社において当社企業集団全体のリスクを網羅的かつ統括的に管理する。

ハ．子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
「関係会社管理規程」を定め、子会社の自主性を尊重しつつ、重要事項の執行につい
ては当社ビジネスストラテジー本部長による指示・管理のもとで当社企業集団として
の適正な運営を図る。
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ニ．子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する
ための体制
内部監査室は、当社及び当社子会社の内部監査を実施し、その結果を代表取締役社長
に報告する。内部監査室は「内部監査規程」に基づき、当社のみならず子会社も監査
対象として定期的に内部監査を実施する。

⑥ 監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関
する事項、従業員の取締役からの独立性に関する事項、及び従業員に対する指示の実効
性の確保に関する事項

１．監査役は、内部監査室所属の従業員に監査業務に必要な事項を命令できるものとし、
監査役より監査業務に必要な命令を受けた従業員はその命令に関して、取締役の指揮
命令は受けないものとする。

２．当該従業員に係る人事異動・人事考課等については、監査役の意見を反映して決定す
るものとする。

⑦ 取締役及び従業員が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体
制

イ．取締役及び従業員が監査役に報告をするための体制
１．監査役は、取締役会のほか執行責任者会議等重要な会議に出席し、取締役及び従

業員から業務執行状況の報告を求めることができる。
２．取締役及び従業員は、監査役からの業務執行に関する事項の報告を求められた場

合には、速やかに報告するとともに、当社企業集団に著しい損害を及ぼす恐れの
ある事項を発見したときには、直ちに監査役に報告する。

ロ．子会社の取締役、監査役及び従業員が当社の監査役へ報告をするための体制
１．当社の監査役は、子会社の取締役会のほか子会社の重要な会議に出席し、子会社

の取締役、監査役及び従業員から業務執行状況の報告を求めることができる。
２．子会社の取締役及び従業員は、当社の監査役からの業務執行に関する事項の報告

を求められた場合には、速やかに報告するとともに、当社企業集団に著しい損害
を及ぼす恐れのある事項を発見したときには、直ちに当社の監査役に報告する。
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ハ．監査役への報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないこ
とを確保するための体制
当社及び当社子会社は、監査役への報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理
由として不利な取扱いを行うことを禁止する。

ニ．監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の
執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行について生じる費用の前払又は償還等の請求をしたときは、
当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又
は債務を処理する。

⑧ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
１．監査役は、監査役監査の実効性を高めるため、代表取締役社長と定期的に意見交換を

行う。
２．監査役は、定期的に会計監査人及び内部監査室と連携をとり、監査役監査を行う。

⑨ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方とその整備状況
１．反社会的勢力との関係・取引・利用を一切行わないことを基本方針とし、その堅持・

徹底のため、「反社会的勢力対応マニュアル」を規定し、人事総務部を事務局として
体制の整備・教育を実施する。

２．反社会的勢力から不当な要求を受けた場合には、当該マニュアルに定めるところによ
り、ビジネスストラテジー本部長を委員長とする「反社会的勢力対策委員会」を設置
し、警察等の外部専門機関との連携も適宜図りながら、会社組織全体で毅然とした対
応を取る。
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（2）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。

① 「取締役会規程」に基づき、毎月１回の定期取締役会及び必要に応じて臨時取締役会を
開催しており、当事業年度においては14回の取締役会を開催いたしました。取締役会
では、月次決算及び業務執行に係る報告がなされており、取締役が相互に業務執行状況
の監視・監督を行っております。

② 「監査役会規程」に基づき、毎月１回の定期監査役会を開催しており、当事業年度にお
いては13回の監査役会を開催いたしました。監査役会においては、監査計画の策定及
びその実施状況について情報を共有するとともに、内部監査室と随時意見交換や情報共
有を行うなど連携を図っております。監査役は、毎期策定される監査計画書に基づき、
取締役会を含む重要な会議への出席、実地監査、意見聴取を行い、内部統制システムの
整備・運用状況を中心に業務活動全般にわたり監査を実施しております。また、会計監
査人と定期的に意見交換を行い、より実効性の高い監査の実施に努めております。

③ 「執行責任者会議規程」に基づき、毎月１回の定期執行責任者会議を開催しており、当
事業年度においては12回の執行責任者会議を開催いたしました。執行責任者会議にお
いては、業務執行を円滑に行うために、取締役会の審議事項の予備的な審議を行うこと
で、経営意思の決定や業務執行の迅速化・効率化を図っております。

④ 「コンプライアンス委員会規程」に基づき、当事業年度においては12回のコンプライア
ンス委員会を開催いたしました。コンプライアンス委員会においては、コンプライアン
スの状況の把握・分析や執行責任者会議へ上程すべき事項の検討及び決定を行っており
ます。
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⑤ 内部監査室は、毎期内部監査計画を策定し、当該計画に基づき全部門を対象とした内部
監査を実施しており、より実効性の高い監査体制を実現するため定期的に監査役、会計
監査人との意見交換を行っております。また、内部監査の結果については、代表取締役
社長へ都度報告するとともに、改善状況に関するフォローアップも行っております。

⑥ 当社では、コンプライアンス室が主管となってグループ全体のコンプライアンス体制の
強化・推進を目的に、社内業務の定期的なモニタリング及び研修等を通して企業活動に
おける法令遵守・営業活動上の諸問題の解決に向け対応しております。
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連結株主資本等変動計算書

（2025
2026

年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計
当 連 結 会 計 年 度 期 首 残 高 648,196 548,196 2,889,058 △132,663 3,952,789
会計方針の変更による累積的影響額 △68,388 △68,388

会計方針の変更を反映した当期首残高 648,196 548,196 2,820,670 △132,663 3,884,400
当 連 結 会 計 年 度 変 動 額
新 株 の 発 行 8,828 8,828 17,657
剰 余 金 の 配 当 △240,305 △240,305
親会社株主に帰属する当期純利益 394,344 394,344
自 己 株 式 の 取 得 △43,357 △43,357
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当連結会計年度変動額（純額） −

当連結会計年度変動額合計 8,828 8,828 154,039 △43,357 128,339
当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 657,025 557,025 2,974,709 △176,020 4,012,740

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
新 株 予 約 権 非支配株主持分 純 資 産 合 計その他有価証券

評 価 差 額 金
そ の 他 の
包括利益累計額合計

当 連 結 会 計 年 度 期 首 残 高 108 108 120 3,035 3,956,053
会計方針の変更による累積的影響額 △68,388

会計方針の変更を反映した当期首残高 108 108 120 3,035 3,887,665
当 連 結 会 計 年 度 変 動 額
新 株 の 発 行 17,657
剰 余 金 の 配 当 △240,305
親会社株主に帰属する当期純利益 394,344
自 己 株 式 の 取 得 △43,357
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当連結会計年度変動額（純額） 38,520 38,520 △28 △8,448 30,043

当連結会計年度変動額合計 38,520 38,520 △28 △8,448 158,383
当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 38,628 38,628 91 △5,412 4,046,048
（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表
１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
（1）連結の範囲に関する事項
① 連結子会社の状況

・連結子会社の数 ３社
・連結子会社の名称 ＭＩＲＡＩ株式会社

株式会社イノセント
Money With株式会社

② 非連結子会社の状況
該当事項はありません。

（2）持分法の適用に関する事項
① 持分法を適用した非連結子会社又は関連会社の数及び主要な会社等の名称

持分法を適用した関連会社の数 １社
主要な会社等の名称 株式会社セゾン保険サービス

② 持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社の名称等
該当事項はありません。

③ 議決権の100分の20以上、100分の50以下を自己の計算において所有している会社等のうち関連会社
としなかった会社等の名称等

該当事項はありません。
（3）連結子会社の事業年度等に関する事項

すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。
（4）会計方針に関する事項
① 重要な資産の評価基準及び評価方法
イ．販売用不動産 主として個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法により算定）を採用しております。
ロ．仕掛販売用不動産 主として個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法により算定）を採用しております。
ハ．その他有価証券

市場価格のない株式等以外の
もの

時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価
は、移動平均法により算定）を採用しております。
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② 重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ．有形固定資産 定率法（ただし、2016年４月１日以降に取得した建物については

定額法）を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ８〜15年
工具、器具及び備品 ３〜15年

ロ．無形固定資産 定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
商標権 10年
自社利用のソフトウエア ５年
のれん ４〜５年

③ 重要な引当金の計上基準
イ．賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当

連結会計年度負担額を計上しております。
ロ．返金負債 生命保険契約者の早期解約に伴い生命保険会社に対して返戻する代

理店手数料の支払いに備えるため、早期解約実績率に基づく当社負
担見込額を計上しております。

ハ．貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実
績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能
性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
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④ 収益及び費用の計上基準
当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における、主な履行義務の内容

及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は、以下のとおりであります。
イ．生命保険代理店手数料及び損害保険代理店手数料

顧客のニーズに応じて、保険会社に対し保険契約の取次を行う義務と、取り次いだ保険契約の維持保
全管理を行う義務を負っており、当該履行義務が充足した保険契約から獲得される確定した代理店手
数料の金額を収益計上しております。
当該事業においては、保険会社に取り次いだ保険契約者が早期に保険契約の解約を行った場合、対価
の一部を保険会社に返金する義務があるため、保険会社に対する予想返金額については、収益から控
除するとともに、返金負債を計上しております。返金の見積りに当たっては過去の実績等に基づく期
待値法を用いております。各社ごとに過去3年間の戻入額の実績率を算定し、加重平均して算出して
おります。

ロ．金融商品仲介手数料、住宅ローン代理手数料
顧客のニーズに応じて、金融機関に対し金融商品又は住宅ローンの取次を行う義務を負っておりま
す。
金融商品又は住宅ローンの取次後、金融商品又は住宅ローンが有効となった時点で充足されるもので
あり、当該履行義務の充足時点で収益を計上しております。

ハ．不動産販売売上
顧客との不動産売買契約に基づき用地の仕入から施工まで行ったマンションの引き渡しを行う義務を
負っております。
当該履行義務は物件が引き渡される一時点で充足されるものであり、当該引渡時点において収益を計
上しております。

⑤ その他連結計算書類の作成のための重要な事項
重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理

しております。
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2．会計方針の変更に関する注記
（収益認識基準の変更）
当社グループにおける生命保険代理店手数料及び損害保険代理店手数料については、顧客のニーズに応じ

て、保険会社に対し保険契約の取次を行う義務と、取り次いだ保険契約の維持保全管理を行う義務を負ってお
ります。
従来、保険契約から見込まれる履行義務に応じた代理店手数料の金額を収益として認識しておりましたが、

当連結会計年度より、履行義務が充足した保険契約から獲得される確定した代理店手数料の金額を収益として
認識する方法に変更いたしました。
この変更は、近年の著しい為替相場の変動を勘案し、主に為替相場の変動の影響を受ける外貨建保険契約に

係る売上高等の管理方法の見直しを行い、業務プロセスが整備されたことを契機として収益認識基準を検討し
た結果、履行義務が充足した保険契約から獲得される確定した代理店手数料の金額を収益として認識する方法
が経済的実態をより適切に反映することができると判断し、行ったものであります。当該会計方針の変更は遡
及適用され、期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、当連結会計年度の利益剰余金の期首残高
は68,388千円減少しております。

3．会計上の見積りに関する注記
当社グループの連結計算書類は、わが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成されて

おります。この連結計算書類の作成にあたって、資産、負債、収益及び費用に影響を及ぼす見積り及び仮定を
用いておりますが、これらの見積り及び仮定に基づく数値は実際の結果と異なる可能性があります。
連結計算書類の作成に当たって用いた会計上の見積り及び仮定のうち、重要なものは以下のとおりです。

（返金負債）
会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項目であって、翌連結会計年

度に係る連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。

当連結会計年度

返金負債 187,900千円

返金負債は、生命保険契約者の早期解約に伴い生命保険会社に対して返戻する代理店手数料の支払いに備え
るため、過去３年間の生命保険会社への返戻額の実績を基礎にして返戻料率を算出し代理店手数料に乗じるこ
とで算定しております。
当該返戻額は、経済環境の悪化や生命保険契約者の個別的な理由等の外部要因により発生する可能性があ

り、将来的に発生する生命保険会社への返戻額の見積りは不確実性が高い領域であります。
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4．連結貸借対照表に関する注記
当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。これらの

契約に基づく連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
当座貸越限度額の総額 500,000千円
借入実行残高 −千円
計 500,000千円

5．連結株主資本等変動計算書に関する注記
（1）当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数

普通株式 5,944,616株
（2）剰余金の配当に関する事項
① 配当金支払額等

決 議 株式の種類 配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円) 基 準 日 効力発生日

2025年６月27日
定時株主総会 普通株式 240,305 42 2025年３月31日 2025年６月30日

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの

決議予定 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円) 基準日 効力発生日

2026年６月29日
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 396,016 69 2026年

３月31日
2026年
６月30日

（3）当連結会計年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的
となる株式の種類及び数
普通株式 183,800株
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6．金融商品に関する注記
（1）金融商品の状況に関する事項
① 金融商品に対する取組方針

当社グループは、投機的な取引は行わない方針であり、一時的な余剰資金は、主に安全性の高い銀行預
金で運用しております。また、資金調達については、事業計画に照らして必要な資金（主に銀行借入や社
債発行）を調達しております。

② 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク
売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。
投資有価証券は、非上場株式（種類株式）であり、発行会社の経営成績及び財政状態の変動リスクに晒

されております。当該リスクについては、定期的に発行会社の財務内容等を把握することにより管理して
おります。
営業債務である未払金及び未払法人税等は、そのほとんどが３ヶ月以内の支払期日であります。
借入金は、事業活動に係る資金調達を目的としたものであります。

（2）金融商品の時価等に関する事項
2026年３月31日における連結貸借対照表に計上している、「現金及び預金」、「売掛金」、「未払法人税

等」、「未払金」は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略して
おります。
市場価格のない株式等は、以下のとおりであります。

（単位：千円）

区 分 当連結会計年度
（2026年３月31日）

投資有価証券 256,012

関係会社株式 118,710
なお、投資有価証券については、市場価格は存在しないものの、一定の条件のもとで普通株式への転換が可

能であり、一定の換金可能性が認められること等を踏まえ、合理的に算定された価額により評価しておりま
す。
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7．収益認識に関する注記
（1）顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当連結会計年度（自 2025年４月１日 至 2026年３月31日）
（単位：千円）

収益区分
報告セグメント

フィナンシャルパートナー事業 不動産販売事業
生命保険代理店手数料 3,789,461 −
損害保険代理店手数料 189,334 −
金融商品仲介手数料 229,309 −
住宅ローン代理手数料 22,724 −
不動産販売売上 − 443,112
その他 579,781 −
顧客との契約から生じる収益 4,810,610 443,112
その他の収益（注） − 35,399
外部顧客への売上高 4,810,610 478,512
（注）その他の収益は、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に基づく賃貸収入であります。

（2）顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は「１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関す

る注記等（４）会計方針に関する事項 ④ 収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
（3）顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会

計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び
時期に関する情報

① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
（単位：千円）

当連結会計年度（期首）
（2025年４月１日）

当連結会計年度
（2026年３月31日）

顧客との契約から生じた債権
売掛金 538,347 497,217
契約負債 9,074 733
（注）１．契約負債は、セミナー等コンテンツ提供等における保守サービスを行う義務にかかる顧客からの前受

金に関連するものであります。この契約負債は、収益認識に伴い取り崩されます。
２．当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は9,074千円

であります。
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② 残存履行義務に配分した取引価格
当初に予想される契約期間が1年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、残存履行義

務に関する情報の記載を省略しております。

8．１株当たり情報に関する注記
（1）１株当たり純資産額 705円89銭
（2）１株当たり当期純利益 69円06銭

9．企業結合等に関する注記
事業分離
(事業の譲渡)
１．事業譲渡の概要
(1）譲渡先企業の名称

株式会社アイリックコーポレーション
(2）譲渡した事業の内容

来店型保険ショップ「マネプロショップ」11店舗の運営に係る一切の事業
(3）事業譲渡を行った主な理由

当社は2024年３月より、株式会社セブン・フィナンシャルサービスが運営していた来店型保
険ショップの事業を譲り受け、新たに「マネプロショップ」のブランドで店舗運営を行ってまい
りましたが、新規来店者数の伸び悩み等により事業収益性の確保が困難な状況にありました。
このような環境の下、オンライン相談を中心としたサービス提供に経営資源を集中的に投下さ

せることを判断し、今回の譲渡に至ったものであります。
(4）事業譲渡日

2025年７月１日
(5）法的形式を含むその他取引の概要に関する事項

受取対価を現金等の財産のみとする事業譲渡
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２．実施した会計処理の概要
(1）移転損益の金額

移転損益はありません。
(2）移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳

固定資産 388,810千円

資産合計 388,810千円

固定負債 60,969千円

負債合計 60,969千円

(3）会計処理
「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 2013年９月13日）及び「企業結合

会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 2019年
１月16日）に基づき処理を行っております。

３．譲渡した事業が含まれていた報告セグメント
フィナンシャルパートナー事業

４．連結損益計算書に計上されている譲渡した事業に係る損益の概算額

売上高 78,104千円

営業損失(△) △29,493千円

10．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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株主資本等変動計算書

（2025
2026

年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金
資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資 本 準 備 金 資 本 剰 余 金
合 計

その他利益剰余金 利 益 剰 余 金
合 計繰越利益剰余金

当 期 首 残 高 648,196 548,196 548,196 2,626,828 2,626,828
会計方針の変更による
累 積 的 影 響 額 △68,388 △68,388

会計方針の変更を反映した
当 期 首 残 高 648,196 548,196 548,196 2,558,439 2,558,439

当 期 変 動 額
新 株 の 発 行 8,828 8,828 8,828
剰 余 金 の 配 当 △240,305 △240,305
当 期 純 利 益 371,748 371,748
自己株式の取得
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 8,828 8,828 8,828 131,442 131,442
当 期 末 残 高 657,025 557,025 557,025 2,689,881 2,689,881

株 主 資 本 評価・換算差額等
新 株 予 約 権 純 資 産 合 計自 己 株 式 株主資本合計 その他有価証券

評 価 差 額 金
評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 △132,663 3,690,558 − − 120 3,690,679
会計方針の変更による
累 積 的 影 響 額 △68,388 △68,388

会計方針の変更を反映した
当 期 首 残 高 △132,663 3,622,170 − − 120 3,622,290

当 期 変 動 額
新 株 の 発 行 17,657 17,657
剰 余 金 の 配 当 △240,305 △240,305
当 期 純 利 益 371,748 371,748
自己株式の取得 △43,357 △43,357 △43,357
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） − 38,350 38,350 △28 38,321

当 期 変 動 額 合 計 △43,357 105,742 38,350 38,350 △28 144,064
当 期 末 残 高 △176,020 3,727,912 38,350 38,350 91 3,766,355
（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
（1）資産の評価基準及び評価方法
① 子会社株式 移動平均法による原価法
② その他有価証券

市場価格のない株式等以外の
もの

時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、
移動平均法により算定）

（2）固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産 定率法（ただし、2016年４月１日以降に取得した建物については定

額法）を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ８〜15年
工具、器具及び備品 ３〜15年

② 無形固定資産 定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
商標権 10年
自社利用のソフトウエア ５年
のれん ４〜５年

（3）繰延資産の処理方法
株式交付費 株式交付費は、支出時に全額費用処理しております。

（4）引当金の計上基準
① 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当事

業年度負担額を計上しております。
② 返金負債 生命保険契約者の早期解約に伴い生命保険会社に対して返戻する代理

店手数料の支払いに備えるため、早期解約実績率に基づく当社負担見
込額を計上しております。

③ 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績
率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を
勘案し、回収不能見込額を計上しております。
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（5）収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における、主な履行義務の内容及び当該履行義務

を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は、以下のとおりであります。
① 生命保険代理店手数料及び損害保険代理店手数料
顧客のニーズに応じて、保険会社に対し保険契約の取次を行う義務と、取り次いだ保険契約の維持保全管
理を行う義務を負っており、当該履行義務が充足した保険契約から獲得される確定した代理店手数料の金
額を収益計上しております。
当該事業においては、保険会社に取り次いだ保険契約者が早期に保険契約の解約を行った場合、対価の一
部を保険会社に返金する義務があるため、保険会社に対する予想返金額については、収益から控除すると
ともに、返金負債を計上しております。返金の見積りに当たっては過去の実績等に基づく期待値法を用い
ております。各社ごとに過去3年間の戻入額の実績率を算定し、加重平均して算出しております。

② 金融商品仲介手数料、住宅ローン代理手数料
顧客のニーズに応じて、金融機関に対し金融商品又は住宅ローンの取次を行う義務を負っております。

金融商品又は住宅ローンの取次後、金融商品又は住宅ローンが有効となった時点で充足されるものであ
り、当該履行義務の充足時点で収益を計上しております。

2．会計方針の変更に関する注記
（収益認識基準の変更）
当社における生命保険代理店手数料及び損害保険代理店手数料については、顧客のニーズに応じて、保険会

社に対し保険契約の取次を行う義務と、取り次いだ保険契約の維持保全管理を行う義務を負っております。
従来、保険契約から見込まれる履行義務に応じた代理店手数料の金額を収益として認識しておりましたが、

当事業年度より、履行義務が充足した保険契約から獲得される確定した代理店手数料の金額を収益として認識
する方法に変更いたしました。
この変更は、近年の著しい為替相場の変動を勘案し、主に為替相場の変動の影響を受ける外貨建保険契約に

係る営業収益等の管理方法の見直しを行い、業務プロセスが整備されたことを契機として収益認識基準を検討
した結果、履行義務が充足した保険契約から獲得される確定した代理店手数料の金額を収益として認識する方
法が経済的実態をより適切に反映することができると判断し、行ったものであります。当該会計方針の変更は
遡及適用され、期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、当事業年度の繰越利益剰余金の期首残
高は68,388千円減少しております。
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3．会計上の見積りに関する注記
当社の計算書類は、わが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成されております。こ

の計算書類の作成にあたって、資産、負債、収益及び費用に影響を及ぼす見積り及び仮定を用いております
が、これらの見積り及び仮定に基づく数値は実際の結果と異なる可能性があります。
計算書類の作成に当たって用いた会計上の見積り及び仮定のうち、重要なものは以下のとおりです。

（関係会社株式）
会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る計算

書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。

当事業年度

関係会社株式 152,373千円

（注）上記のうち、株式会社イノセントの関係会社株式の帳簿価額は38,300千円であります。
関係会社株式は、取得原価をもって貸借対照表価額としておりますが、当該株式の発行会社の財政状態の悪

化により実質価額が著しく低下したときには、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除いて、
評価損を認識しております。当事業年度において、子会社である株式会社イノセントについては、実質価額が
著しく低下しているものの、将来の事業計画に基づいて実質価額の回復が十分可能であると判断し、当該子会
社株式の評価損は計上しておりません。
将来の事業計画における主要な仮定は、入会者数等であり、入手可能な情報に基づいた最善の見積りである

と判断しておりますが、将来の入会者数等は不確実性が高い領域であります。

（返金負債）
会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る計算

書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。

当事業年度

返金負債 187,900千円

返金負債は、生命保険契約者の早期解約に伴い生命保険会社に対して返戻する代理店手数料の支払いに備え
るため、過去３年間の生命保険会社への返戻額の実績を基礎にして返戻料率を算出し代理店手数料に乗じるこ
とで算定しております。
当該返戻額は、経済環境の悪化や生命保険契約者の個別的な理由等の外部要因により発生する可能性があ

り、将来的に発生する生命保険会社への返戻額の見積りは不確実性が高い領域であります。
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4．貸借対照表に関する注記
（1）関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。（区分表示されたものを除きます。）

短期金銭債権 37,357千円
短期金銭債務 1,147千円

（2）当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。これらの

契約に基づく事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
当座貸越限度額の総額 500,000千円
借入実行残高 −千円
計 500,000千円

5．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高
営業取引による取引高
営業収益 19,896千円
営業費用 2,494千円

営業取引以外の取引高 27,081千円

6．株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度の末日における自己株式の種類及び数
普通株式 205,249株

― 24 ―

2026年05月27日 19時07分 $FOLDER; 25ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



7．税効果会計に関する注記
（1）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
賞与引当金 77,777千円
未払賞与 9,481千円
返金負債 59,226千円
貸倒引当金 4,728千円
子会社株式評価損 5,515千円
未払事業所税 1,698千円
未払事業税 9,221千円
減価償却超過額 2,151千円
のれん償却超過額 36千円
未払地代家賃 36,412千円
資産除去債務 5,070千円
その他 3,221千円

繰延税金資産小計 214,540千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △5,070千円

繰延税金資産合計 209,469千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 17,652千円

繰延税金負債合計 17,652千円
繰延税金資産の純額 191,817千円

（2）法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因
となった主要な項目別の内訳
法定実効税率 30.62％
（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目 1.88％
住民税均等割 3.62％
評価性引当額の増減額 △0.20％
その他 0.03％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 35.95％
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8．関連当事者との取引に関する注記
（1）子会社及び関連会社等

種 類 会社等の名称
議決権等
の所有

（被所有）
割合

関連当事者
との関係 取引内容 取引金額

（千円） 科 目 期末残高
（千円）

子会社 ＭＩＲＡＩ株式会社
所有
直接

100.00％
役員の兼任
資金の貸付

資金（短期）の貸付（注） 490,000 関係会社短期貸付金 ―

資金（長期）の貸付（注） 996,000 １年内回収予定の
関係会社長期貸付金 1,935,000

資金（長期）の回収（注） 395,000 関係会社長期貸付金 150,000

利 息 の 受 取 （注） 20,448 未 収 収 益 27,151

子会社 株式会社イノセント
所有
直接

67.00％
役員の兼任
資金の貸付

資金（長期）の貸付（注） ー １年内回収予定の
関係会社長期貸付金 3,980

資金（長期）の回収（注） 3,933 関係会社長期貸付金 9,132

子会社 Money With株式会社
所有
直接

70.00％
役員の兼任
資金の貸付 資金（長期）の貸付（注） 15,000 関係会社長期貸付金 15,000

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等
資金の貸付について、取引金額は期末残高を記載しております。また、貸付金の利率については、市場金利を勘案して合理的に
決定しております。

9．収益認識に関する注記
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報について、「１．重要な会計方針に係る事項

に関する注記（5）収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

10．１株当たり情報に関する注記
（1）１株当たり純資産額 656円22銭
（2）１株当たり当期純利益 65円10銭

11．企業結合等に関する注記
連結注記表「9．企業結合等に関する注記」に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。

12．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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